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税相だより
第 221 号
令和 3年 5月 1日
税 相 だ よ り
発 行 協 力 会

北九州市小倉北区
　　　　 紺屋町13 - 1

毎日西部会館4F
TEL 5 3 1 - 2 4 3 1

税相だより
― 案ずるよりはまず相談 ―

https://zeisou.net/

ＪＲ小倉駅東側公共連絡通路（あるあるcity 前、セブンイレブン横）

北九州商工会議所管内税務相談所所在地

門司税務相談所 門 司 区 栄 町 2 番 3 号 ニ ッ チ ク ビ ル 3 階

小倉税務相談所 小倉北区紺屋町 13 番 1 号毎日西部会館 4 階

小倉南税務相談所 小倉南区下城野1丁目9番18号KM第5ビル3階

若松税務相談所 若松区本町 3丁目11番 1号ベイサイドプラザ若松本館 4階

八幡税務相談所 八幡東区西本町４丁目１番１号 さわらびガーデンモール八幡１番街２階

八幡西税務相談所 八 幡 西 区 八 枝 3 丁 目 7 番 19 号

北九州市出身の漫画家、北条司先生の作品に登場する人気キャラクターと市内の夜景を
組み合わせた壁画（横幅約１５メートル、縦幅約２，７メートル）が、JR小倉駅の連絡
通路に描かれ、新たなフォトスポットになっています。
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※総額表示の義務付けは、不特定かつ多数の者に対する値札や店内掲示、チラシ
あるいは商品カタログにおいて、「あらかじめ」価格を表示する場合を対象と
していますから、見積書、契約書、請求書等については、総額表示義務の対象
とはなりません。
よって、見積書、契約書、請求書等は、消費税額を含めた総額表示の対象とな
りません。
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よくあるご質問（ＦＡＱ）

Ｑ１ 税込価格に加えて税抜価格を表示することは認められるのですか。

Ａ 「総額表示義務」は、税込価格の表示を義務付けるものであり、税
込価格に加えて税抜価格も表示することが可能です。ただし、この場
合、税込価格が明瞭に表示されている必要があります。明瞭に表示さ
れているかどうかの考え方については、「総額表示義務に関する消費
税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外について
の考え方」（平成25年9月10日 消費者庁 ）をご覧ください。

Ｑ４ 「希望小売価格」も総額表示にする必要がありますか。

Ａ 製造業者等が商品カタログや商品パッケージなどに表示
している、いわゆる「希望小売価格」は、小売店が消費者
に対して行う価格表示ではありませんので、「総額表示義
務」の対象にはなりません。ただし、小売店において、製
造業者等が表示した「希望小売価格」を自店の小売価格と
して販売している場合には、その価格が総額表示義務の対
象となりますので、「希望小売価格」が「税抜価格」で表
示されているときは、小売店において、「税込価格」を棚
札などに表示する必要が生じます。

Ｑ２ 「総額表示」への移行に伴い、レジシステムを変更する
必要はあるのですか。

Ａ 「総額表示義務」は、値札や広告などにおいて「消費税相
当額を含む支払総額」の表示を義務付けるものであってレジ
システムの変更を義務付けるものではありません。

Ｑ３ 商品本体のパッケージや下札などに税抜価格が表示
されていますが、こうした表示についても全て税込価格
に変更する必要がありますか。

Ａ 総額表示の義務付けは、消費者が商品やサービスを購
入する際に、「消費税相当額を含む価格」を一目で分か
るようにするためのものです。したがって、個々の商品
に税込価格が表示されていない場合であっても、棚札や
ＰＯＰなどによって、その商品の「税込価格」が一目で
分かるようになっていれば、総額表示義務との関係では
問題ありません。
なお、インターネットやカタログなどを用いた通信販
売に関しては、ウェブ上、カタログ上において税込価格
が表示されていれば、送付される商品自体に税抜価格の
みが表示されていたとしても、総額表示義務との関係で
は問題ありません。

1,000円＋税

1,100円（税込）
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基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、原則として消費税の納税義務が免
除されますが、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者は、基準期間の課税売上高が
1,000万円以下であっても、登録を取り消さない限り消費税の納税義務が免除されません。
※インボイス制度導入後6年間は経過措置が設けられていますので、ご不明な点は担当者へ
ご相談ください（経過措置期間：令和5年10月～令和11年9月）

制度導入までのスケジュール

登録申請書の
受付開始

インボイス制度
の導入

令和５年10月1日令和3年10月1日 令和5年３月31日

登録事業者になろうとする事業者の方は「適格請求書発行事業者の登録申請書（登録申請書）」の提出が必要です。
登録申請書提出後、税務署から登録番号などの通知が行われます。

新（字数の桁31＋T「は方の者業事の外以れそ、」号番人法＋T「は方の者業事るす有を号番人法、はていつに号番録登　 ※
たな固有の番号）」が登録番号となります。

登録申請書は、
令和3年10月１日
から提出が可能です。

令和５年10月１日から登録を受けるためには、原則として、
令和５年３月31日までに登録申請書を提出する必要があります。

事業者の方へ 消費税　インボイス制度
令和３年１０月１日から登録申請書受付開始！令和３年１０月１日から登録申請書受付開始！

「インボイス制度」ってナニ？

事な要必が載記にスイボンイ（項事の定一、ちうの等書細明入仕たし成作がら自、は手買　 ）※（　
項）が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受け
ることもできます。 

きとたれらめ求らか）者業事税課（手相引取るあで手買、は者業事録登るあで手売　 
は、インボイスを交付しなければなりません（また、交付したインボイスの写しを保
存しておく必要があります）。

相引取、てしと則原、にめたるけ受を用適の除控額税入仕は手買　 
手（売手）である登録事業者から交付を受けたインボイス（※）の保存
等が必要となります。


